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ほっとなる通り（十日町・本町・七日町商店街） 

山形河川国道事務所 

山形県警察 
 

～ほっとなる通りの「人に優しい街づくり」社会実験～ 

冬季イベント時は自転車道を分離する 
構造物を一時的に撤去します。 

 

ほっとなる通り（十日町・本町・七日町商店街）では、歩行者・自転車・自動車の

それぞれが快適に通行できる環境の創出・人に優しい街づくりを目指し、道路空

間の再配分も含めた社会実験を実施しております。 

ほっとなる通りでは、年間を通して様々な祭りやイベントが催されており、１月に

は初市や消防出初め式が予定されております。 

イベントの円滑な実施とにぎわいの創出のため、イベント時は自転車道を分離

する構造物を一時的に撤去致しますのでお知らせ致します。 

併せて、冬期間の除雪体制についてもお知らせ致します。 

 

●イベントスケジュールと構造物撤去期間 

 平成２２年１月１０日（日） 山形初市 
 平成２２年１月１７日（日） 山形市消防出初式 
 ※１０日～１７日の間は、構造物は撤去したままとなります。 
●除雪方法（別紙参照） 
 １．構造物設置時 
  ・車道部は除雪グレーダーで、自転車道部は小形除雪車で除雪し、

運搬排雪を実施。 
 ２．構造物撤去時（平成２２年１月１０日～１７日） 
  ・上記と同様に、車道部は除雪グレーダーで、自転車道部は小形除

雪車で除雪し、運搬排雪を実施。 
 ※路面凍結の恐れがある場合は凍結抑制剤を散布します。 
 ※降雪量によっては小形除雪車による排雪は１回または２回の場合

があります。 
《発表記者会：山形県政記者クラブ》 

 
 
 

【問い合わせ先】 
国土交通省  東北地方整備局 山形河川国道事務所 交通対策課 

課長   木越 養一  TEL：023-688-8946 

山形県警察本部 交通規制課 

次長   小野寺 健一 TEL：023-626-0110(代表)内線5161 

七日町商店街振興組合  

事務局長 佐藤 克也  TEL：023-631-6368 



●除雪体制(構造物設置時)

歩道 路上施設帯 路上施設帯 歩道

除雪グレーダ

排雪用トラック

２回目

国道112号(車道) 自転車道

※構造物付近の雪
は、人力にて除去

小形除雪車

１回目

３.０ｍ ３.０ｍ ２.５ｍ

※小形除雪車は２
回排雪作業を行う



●除雪体制(構造物撤去時)
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